
 

政府の ICT 政策におけるブロードバンドの整備目標 

 

○「u-Japan 政策」（平成 16 年 12 月 総務省） 

8．1 ユビキタスネットワーク整備に向けた新たな目標 

（前略）新たな目標として「2010 年までに国民の 100％が高速または超高速を利用可能な社会

に」を設定することを提言する。（後略） 

 

○「IT 新改革戦略」（平成 18 年 1 月 IT 戦略本部） 

2．IT 基盤の整備 
(1)デジタル・ディバイドのない IT 社会の実現 

目標 2011 年 7 月を目標として、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」使えるデジタル・

ディバイドのないインフラを実現することで、ユビキタス化を推進する。 
１．2010 年度までに光ファイバ等の整備を推進し、ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。 

 

○「次世代ブロードバンド戦略 2010」（平成 18 年 8 月 総務省） 

Ⅱ．２０１０年度へ向けたブロードバンドの整備目標 

2010 年度までに、 
①ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。 
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を 2008 年度までに解消する。） 
②超高速ブロードバンドの世帯カバー率を 90%以上とする。 

 

Ⅲ．今後のブロードバンド整備の在り方 

2．役割分担 

 

（ 参考 ）

○事業計画（投資計画、サービス提供計画等）の策定

○未整備地域を含む積極的投資 

○情報の開示・公表（サービスエリア情報等） 

○加入の促進 

○需要の喚起 

○公正競争条件の整備 

○民間事業者や地方公共団に対 

する支援措置 

○需要の喚起、利活用の促進 

○技術開発・実証実験・実用化 

○情報の整備及び開示・公表等 

（都道府県） 

○ビジョンの策定（整備目標・ロードマップ等） 

○市中村に対する人材、情報面での支援 

○需要の喚起、利活用の促進 

（市町村） 

○地域の需要等実態の把握 

○都道府県、事業者、地域社会との連携による整備計

画の策定・整備推進 

○需要の喚起、利活用の促進 
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国 地方公共団体 

全国レベル・地域レベル

における関係者の協働 

一般利用者
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